
38 情報処理 Vol.55 No.1 Jan. 2014

ソフトウェア品質の第三者認証の　
必要性

◉◉背景
　ソフトウェアの欠陥に起因したシステムや機器の

故障が発生し，利用者が被害を受ける事例が後を絶

たず，大きな問題となっている．多くの技術者が，

ソフトウェアの品質向上を念頭に置いて開発に取り

組んでいるが，欠陥を除しきれずに出荷されてしま

うこともある．

　出荷後のソフトウェアに欠陥が残存する原因は，

さまざまな文献で言及されている１）．その 1 つに，

「ソフトウェアの評価範囲に明確な基準がない」と

いうものがある．評価範囲は開発プロジェクトの予

算と工数で決まる面もあり，「ここまでやれば良い」

という基準が明確でない場合がある．また，基準が

ある場合でも，メーカが自社の実績をもとに独自の

基準を設定することがある．基準を設定する際には，

利害関係者が受け入れられる客観的な基準を設定す

ることが重要である．

　本来，ソフトウェアの評価範囲の基準は，使途や

環境に応じて設定されるべきである．また，機能の

実装だけでなく，それに付随する品質が考慮される

べきである．多様なソフトウェアを開発するメーカ

であっても，開発するすべてのソフトウェアに共通

の基準を設定している場合がある．このような場

合，個々のソフトウェアの特性に応じた，品質の観

点，重要度，評価の厳格さなどが考慮されず，特性

を無視した共通の品質基準が設定されてしまう可能

性がある．人命にかかわる医療機器のようなセーフ

ティクリティカルシステムなら信頼性重視，名刺管

理のような個人情報を取り扱うシステムならセキュ

リティ重視など，それぞれのソフトウェアの特性に

応じた品質基準を設定し，それに応じた厳格さ，厳

密さで評価を実施すべきである．また，ソフトウェ

ア・メーカが競争戦略として品質基準を策定する際

には，自社の系列製品だけではなく他社の類似製品

の品質を考慮して，品質基準を設定すべきであろう．

　これまで，ソフトウェア製品の品質基準の設定や

それに基づく評価は，開発者主導，または発注者と

受注者の二者間の協議で行われるのが中心であった．

しかしながら，社会生活のあらゆる局面でソフトウ

ェアを利用している今日，安全，安心な社会や生活

を保障する上で，ソフトウェア品質を第三者的に検

証し，認定する仕組みが求められる場合がある．こ

のような場合，取得者や利用者が，購入や利用に先

立って，実装されている品質のレベルを認識できる

ことが重要である．開発者にとっては，開発したソ

フトウェアの品質についての説明責任に備えること

が重要となる．

◉◉ソフトウェア品質認証における評価の観点
　ソフトウェアの品質はさまざまな定義があるが，

利用者の観点によって決められるという考え方があ

る 2）．特に，広い範囲の利用者を対象とするコンシ

ューマ製品では，利用者によって期待する品質がさ

まざまである．第三者検証においては，想定される

幅広い観点から品質基準を策定し，ソフトウェア評

価を進める必要がある．

　また，ソフトウェアの流通形態も考慮する必要が

ある．たとえば，ソフトウェア製品を販売している

メーカや販売代理店などから購入するケースでは，
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ソフトウェア販売担当者からその製品のメリットや

使い方，制限事項などを知ることができた．パッケ

ージ製品として店頭で販売されているソフトウェア

では，利用者はソフトウェアを使用する前に店頭に

あるカタログなどからその内容を調査し，自分の要

求を満たすように実装されているかを判断して購入

することができる．デモ機などが店頭に設置され，

購入しようとするソフトウェアを試用できる場合や，

ソフトウェアに詳しい販売員がいる場合などでは，

より深い内容を知ることができる．一方，インター

ネットを介しオンラインでダウンロードして使用す

る方式では，メールや電話で内容を問い合わせるこ

とが可能だが，ソフトウェアの紹介サイトなどに提

示された製品説明だけでは実装されている品質の水

準や制限事項を一目で見つけることは難しく，購入

後であっても直接利用者のニーズに適合しているか

どうか判断することも容易ではない場合もある．そ

のため利用者にとっては，欲しい機能と実装された

機能にミスマッチが生じるリスクを伴う．さまざま

な流通形態で多種多様なソフトウェアが流通してい

る今日，製品説明として一定の多角的観点から，実

装されている品質の水準を，取得者，利用者に提示

することが重要である．

　また，利用者が参照するマニュアル（紙，電子フ

ァイル，オンラインなど形態は問わない）もソフト

ウェア製品の主要な構成要素である．記載内容の網

羅性，正確性，理解性等，マニュアルの品質も，ソ

フトウェア同様に各メーカの基準の置き方や評価の

十分性によってばらつきがある．利用者に必要な情

報が過不足なく，分かりやすくマニュアルに記載さ

れていることを，客観的な基準に基づいて評価する

ことも重要である．

◉◉安全に使えるソフトウェアのために
　必要とする機能が充足され，ソフトウェアに残存

している欠陥による不都合や不利益を被るようなこ

とがなければ，利用者はその製品の品質を意識しな

いかもしれない．しかしながら，実装されている品

質の水準によっては，利用のコンテクストに応じて，

利用者に致命的な影響を与えるリスクを伴う．

　したがって，利用者がどのように製品を使用する

かというシナリオをできる限り網羅的に定義し，求

められる品質の水準に応じた品質基準を設定して，

ソフトウェアの品質を評価することが重要である．

　シナリオや品質基準の設定に際しては，類似のソ

フトウェア製品の利用者あるいは想定する利用者を，

利用形態などに応じて類別し，類別された利用者群

それぞれに対して，アンケートやヒアリングを実施

することが有効である．一般には，類別された個々

の利用者群によって，求める品質の観点や水準はさ

まざまである．メーカの製品戦略として，重視する

観点や実装する水準を設定し，それに応じた品質基

準を定めて，ソフトウェアを開発し，検証する必要

がある．さらに，ソフトウェアの種類によっては，

欠陥が残存し，不具合が生じた場合にも，利用者に

対する影響を最小限にとどめるための機能安全に対

する配慮が求められる場合がある．開発時に設定し

た基準の充足に加え，利用時に想定外の事態が発生

したときの対処なども踏まえて，利用者が不利益を

被ることなく，安心して使えるよう，品質に関する

情報を利用者に提示することが重要である．

◉◉メーカ側の品質説明力
　従来，メーカの自助努力によって，ソフトウェア

の品質要求を仕様化し，品質基準を設定し，評価す

ることで，一定水準の品質を保証してきた．近年，

ソフトウェアの欠陥に起因した不具合が，利用者の

不利益や社会的な混乱を引き起こす事例が後を絶た

ず 3），訴訟に発展するケースも見受けられる．この

ような背景のもと，品質に対するメーカの取り組み

の正当性や十分性を説明する責任（品質説明力）へ

の関心が高まっている．

　ソフトウェアの品質説明力は，製品の特性に配慮

した製品企画，開発プロセスの適切性，評価の網羅

性・十分性など，さまざまな観点から捉えられる．

評価の網羅性・十分性に関しては，これまで各メー

カが独自に設定してきた品質基準に客観性を持たせ

て説明することが求められる．第三者的な観点から
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みて，製品の特性に合致した適切な基準を設定し，

評価していることを説明する必要がある．その 1 つ

の実現形態として，第三者検証がある．図 -1に示

すように，第三者検証を開発工程，出荷判定，出荷

後評価などに組み入れることによって，設定した品

質基準や実施した評価に対する妥当性を説明するこ

とが可能となる．

　なお，第三者検証の運用に関しては，外部の認証

機関や試験機関に依頼する形態のほか，社内に独立

した組織を設置して実施する形態が考えられる．

世の中の動向

◉◉ソフトウェア品質認証の国際標準化
　ソフトウェア品質認証に関する国際規格としては，

ISO/IEC JTC 1 SC 7/WG 6 で 2006 年に策定された

ISO/IEC 25051 がある 4）．この規格は，2011 年に

JIS X 25051：ソフトウェア製品の品質要求および評

価（SQuaRE）－商用既製（COTS : Commercial of 

the shelf ）ソフトウェア製品☆ 1 に対する品質要求事

項および試験に対する指示として JIS 化されている．

　この規格は，ISO/IEC 25000：SQuaRE シリーズ

☆ 1	 ISO/IEC	25051 の COTSソフトウェア製品の例：
	 テキストプロセッサ，表計算，データベース管理ソフトウェア，現

金自動支払機，両替機，人材管理ソフトウェア，販売管理，および
Webサイト・Webページを生成するソフトウェア．

の一部を構成しており，ISO/IEC 9126-1 ：Software 

engineering - Product quality - Part 1 : Quality model で

規定したソフトウェア品質モデル（モデルを構成す

る品質特性および品質副特性）に沿って，COTS ソ

フトウェア製品が備えるべき品質要求事項，および

品質要求が充足されていることを試験するときの指

針を示している．また，COTS ソフトウェア製品の

品質の第三者認証を実施する際の指示事項を規定し

ている． 

　その後，ISO/IEC 9126-1 が改訂され，2011 年

に ISO/IEC 25010 : Systems and software engineering 

- Systems and software Quality Requirements and Eval-

uation  (SQuaRE) - System and software quality models

が発行されたことに伴い，現在 ISO/IEC 25051 の

改訂が進められている．

◉◉ ISO/IEC 25051のソフトウェア品質要求
事項

　ISO/IEC 25051 では，COTS ソフトウェア製品

に対し，ISO/IEC 9126-1 の品質モデルを参照して，

製品説明，利用者用文書，およびソフトウェアに対

する品質要求を規定している．ソフトウェアの利用

者が購入前に目にすることのできるカタログ等への

品質に関する事項の記載，ユーザマニュアルの正確

さや分かりやすさ，それらに記載された機能や品質

のソフトウェアへの実装，それらの整合性などを要

求している．

　また，品質要求が充足されていることを試験する

ときの指針として，試験計画書，試験説明，試験結

果の構成や記載内容についても規定している．たと

えば，製品説明に記載された品質に対する試験，利

用者用文書に記載された機能に対する試験を漏れな

く実施することを計画し，試験項目を設定し，実施

結果を記録することなど規定している．

　表 -1に ISO/IEC 25051 の評価対象別の要求事項

を示す．

◉◉国際規格準拠の必要性と利点
　ソフトウェア品質の評価と認証，および第三者認

図 -1　第三者検証による品質説明力の強化

メーカの品質評価 第三者検証

・組織／プロジェクト
   の目標

・過去の開発実績

・国際規格
・業界標準
・審査基準

品質基準の設定 網羅性・十分性の
評価

品質評価の実施
　・レビュー
　・テスト
　・出荷後評価

適合性判定

評価結果の
フィードバック
と強化

参照 参照
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証制度制定に関しては，関連する国際規格に準拠す

ることが望まれる．国際規格に準拠することで，当

該ソフトウェア製品の品質説明力が国際的に通用す

るものとなる．

　ソフトウェアの販路は，インターネットの普及に

伴ってグローバル化が進んでいる．品質に関しては，

その水準が不透明なソフトウェアがグローバルに流

通している中で，高品質や高信頼性は，競合製品と

の１つの差異化要因となり得る．グローバルマーケ

ットでは，国内の独自基準は通用しない．国際規格

に規定された要求事項を充足する形で品質の作り込

みや評価を行い，その結果を潜在的な取得者や利用

者に提示することで，品質の訴求や説明を行うこと

が可能となる．

◉◉国際的なソフトウェア品質認証制度の動向
　ISO/IEC 25051 に準拠したソフトウェア品質認証

制度の設置と運用は，フランスと韓国が先行してい

る．表 -2に両制度の概要を示す．

　いずれも認証制度を設立してから 10 年以上が経

過しており，多数の認証実績を残している．各々の

認証制度が対象としているシステムやソフトウェア

には違いがあり，対象範囲は Good Software 認証制

度が相対的に広範である．韓国では中央省庁が関

与して制度を運用しており，官公系の調達案件で

は，Good Software 認証取得製品が優遇されるよう

である．また，ソフトウェアの欠陥に起因するトラ

ブルによって発生する損害に対する保険制度があり，

Good Software 認証を取得することで保険料率が軽

減されるメリットもある．

　両制度の認証フローを図 -2および図 -3に示す．

それぞれの審査の仕方には特徴があり，NF Soft-

ware Mark での審査は，文書の評価に重きを置いて

いる．他方，Good Software 認証制度では，被審査

組織の文書の評価に加え，認証機関が審査対象ソフ

トウェアのテストまで実施している．

日本における取り組み

◉◉ソフトウェア品質監査制度
　情報処理推進機構・ソフトウェアエンジニアリン

グセンター（IPA/SEC）では 2010 年度より，ソフ

トウェアやサービスの品質を第三者的な立場で検

証・評価し，その結果を利用者に分かりやすく提示

することができる制度として「ソフトウェア品質監

査制度（仮称）」のフレームワーク構築が進められ

評価対象 品質に対する要求事項

製品説明
- 入手／参照のしやすさ，利用のしやすさ
- 利用者の要求に対するソフトウェアの適合性を判断できる情報を含んでいるか
- 製品の特徴，機能，性能，制約などの情報が明確かつ正確に記載されているか

利用者用文書
- 利用する上で必要な情報が正しく記載されているか
- 製品カタログなどの製品説明と矛盾や不一致がないか
- 想定している利用者にとって理解しやすいか

試験文書
- 製品説明や利用者用文書に記載されている製品の機能が正しく実装されていることが，試験によって確認されているか
- 製品の性能や使いやすさなどが，試験によって確認されているか
- 試験を実施した結果や合否判定が具体的で明確に記載されているか

表 -1　ISO/IEC 25051 の評価対象と要求事項 5）

フランス 韓国
名称 Marque NF Logiciel（NF Software Mark） Good Software 認証制度

運営組織 フランス規格協会（AFNOR） 韓国情報通信技術協会（TTA）

設立からの経過年数 10 年以上 10 年以上

累計認証件数 800 件以上 2,000 件以上

明記されている対象

製薬業界向けソフトウェア，国際会計基準（IFRS/
IAS）向けソフトウェア，コンピュータ会計システム，
ビル・公共事業向けソフトウェア，CRM 向けソフト
ウェア，ユーザサポート向けソフトウェア

ディジタルコンテンツ，OS，組込みシステム，パッ
ケージ，セキュリティ，GIS（地理情報システム），ゲー
ム，コンポーネント，携帯端末，Web 管理ツール

表 -2　海外のソフトウェア品質認証制度概要
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てきた．その背景には，システムやソフトウェアの

複雑化によって検証する範囲が広がり，信頼性をは

じめとする品質に関して利用者に十分な説明を行う

責任を果たす必要があること，などが挙げられて

いる．2011 年には，国内における制度創設に向け，

「ソフトウェアの品質説明力強化ための制度フレー

ムワークに関する提案（中間報告）」6）が公開され，

2013 年には，製品種別や業界別に制度を構築する際

の指針として，「製品・システムにおけるソフトウ

ェアの信頼性・安全性等に関する品質説明力強化の

ための制度構築ガイドライン」7）が公開されている．

◉◉パッケージソフトウェア品質認証制度
　国内では 2013 年 6 月から，一般社団法人コン

ピュータソフトウェア協会（CSAJ）がパッケージ

ソフトウェアを対象とした PSQ（Package Software 

Quality）認証制度を開始している．この制度なら

びに品質評価基準は ISO/IEC 25051 に準拠してお

り，IPA/SEC が策定した制度構築のガイドライン

に沿ったものとなっている．

　PSQ 認証制度は，2010 年に CSAJ に設置された，

パッケージソフトウェア製品の品質基準研究会が起

点となっている．最初に，ISO/IEC 25051 のスコー

プと CSAJ で想定しているソフトウェア製品の範囲

が合致していることを確認した上で，同規格の解釈

の明確化を実施した．その後，同規格に準拠した形

での，具体的な審査基準を策定するとともに，認証

制度の設計に関する活動が進められた．審査基準に

関しては，ベータ版策定の後，IPA/SEC のソフト

ウェア品質監査制度部会の活動の 1 つとして，試行

的な審査を実施した．現在は，試行結果を反映した

形で，PSQ 認証の取得を目指す申請者向けのガイ

ドブック 5）が CSAJ の Web サイトに公開されている．

　ISO/IEC 25051 では，パッケージソフトウェアの

対象として安全性に対する影響，またはビジネス上

に重大な影響を持つソフトウェア製品も含まれてい

る．PSQ 認証では，「ソフトウェアの品質説明力強

化のための制度フレームワークに関する提案（中間

報告）」6）に示された品質問題に起因する影響の度

合い（利用者・国民影響レベル，産業・経済影響レ

ベル）に対して，双方の視点からのレベルが 2（監

査レベル 2）以下のものに限定している．想定され

るパッケージソフトウェアの例と合わせて，対象範

囲を表 -3に示す． 

　PSQ 認証制度の全体像を図 -4に示す．すでに

この枠組みで申請や判定が始まっており，2013 年

8 月に 8 つの製品が認定されている．

　図 -5に，PSQ 認証制度で審査対象となるソフト

ウェア製品の範囲と評価観点の概略を示す．大枠

としては，製品説明，利用者用文書，仕様書の間

の整合性は保たれているか，仕様書に記載されて

いる事項が網羅的に試験されているかという点が

評価される．

　直接的に審査の対象となる文書は，製品説明，利

用者用文書，試験文書である．各文書の評価基準は

ISO/IEC 25051 の要求事項に準拠している（表 -1

参照）．ただし，PSQ 認証制度では，ガイドブック

により具体的な評価の視点を記載している．例とし

図 -2
NF Software 
Mark の認証
フロー

監査
・ソフトウェア文書監査
・品質監査
・コンプライアンス
   に関する技術監査

準備
・ソフトウェアの
   情報を取得

・監査計画の確認

モニタリング
・定例監査
・バージョンアップ
   に対する追加監査

監査報告
・監査報告会
・認証結果開示

契約
・申し込み
・テストスコープの決定
・契約

検証
・テスト
・評価

報告
・評価結果の報告
・GS認証付与

図 -3　
Good Software
認証制度の
認証フロー 
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6. 国際規格に基づくソフトウェア品質認証制度の構築

て図 -6に，利用者用文書に対する要求

事項を示す．

今後に向けて

◉◉ ISO/IEC 25051の改訂
　現在，PSQ 認証制度の認証基準のベ

ースとなっている ISO/IEC 25051 改訂

が進んでおり，2014 年初頭には，改訂

版が発行される見通しである．主な変

更点は，次の通りである．

・ スコープの拡張

▷ スマートフォン向けアプリケーシ

ョン

▷ フリーソフトウェア

▷ クラウド上で使用可能なグループ

ウェア　など

・ ISO/IEC 25010：品質モデルへの移行

▷ ISO/IEC 9126-1 が ISO/IEC 25010

に改訂されたことに伴う品質観点

の見直し

・ 利用者用文書への要求事項の追加

▷ 記述の正確性や一貫性に加え，ISO/IEC 25010

の品質モデルを構成する各品質特性に沿った品

質の実装や制限に関する記述

　スコープの拡張に関しては，有償無償を問わず，

フリーウェアまでが対象となったこと，品質をあま

り意識することなく利用される傾向にあるフリーウ

ェアや Web ソフトウェアがスコープに入ったこと

などが注目される． 

　品質モデルの移行に関しては，ソフトウェア製品

品質の品質特性にセキュリティと相互運用性が追加

されたことに留意が必要である．

　CSAJ では，ISO/IEC 25051 の改訂に合わせて，

レベル 利用者・国民への影響 産業・経済への影響 想定されるパッケージソフトウェア

4

・  当該利用者ならびに当該利用者
　以外への重大な影響（代替手段
　による影響軽減が困難な影響）
・  国民への広範囲で重大な影響

・我が国の産業への広範囲な
　影響

原子力発電所・地震予知
航空・宇宙管制制御
政府系システム

3

・  当該利用者の重大な影響に加え，
　当該利用者以外への軽微な影響
　（代替手段による影響軽減が容易
　な影響，生命・健康にかかわる）

・  当該企業に限定された影響，
　当該企業以外の同一・類似
　産業への影響

医療系制御システム
交通系制御システム
OS 系
生命に影響するシステム

2 ・  当該利用者に限定された重大な影
　響（生命・健康にかかわらない）

・当該企業に限定された影響
・ 当該製品・サービス以外へ
　の他事業への影響

サーバ系・業務系ソフトウェアで
その結果が直接的に他事業への重
大な影響を及ぼさないソフトウェア

1 ・  当該利用者に限定された軽微な
　影響

・  当該製品・サービス事業に
　限定された影響

オフィス系・開発支援・言語
特定分野ソフト，通信セキュリティ

0 ・  影響はない／ほとんど影響はない ・  影響はない／ほとんど影響
　はない

データ集・ゲーム・家庭趣味
音楽映像・ユーティリティ等

PSQ 品質
認証の範囲

表 -3　PSQ 認証制度が対象とするソフトウェア影響レベル（文献 5）から引用，一部修正）

利用者

申請企業
ソフトウェアベンダ

製品・システム
品質の説明を
提供する

認証製品を
Webサイトにて提供

認証依頼
情報提供 評価依頼

承認

評価報告

現地視察

認証書発行

CSAJ
認証機関

認証制度委員会
判定委員会
技術委員会

独立
評価機関

元に作成

検証

試験文書仕様書

購入担当者に
説明

実装

実際の利用者に
説明

ソフトウェア
製品

製品説明
カタログ

利用者用
文書

マニュアル

購入担当者

実際の利用者

相互矛盾がない

図 -4　PSQ 認証制度概要（文献 5）から引用）

図 -5　PSQ 認証制度での認証基準概要（文献 5）から引用）
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システムと

ソフトウェア
の品質

特 集

PSQ 認証制度の審査基準を見直すべく，準備が進

められている．

◉◉ソフトウェア品質認証制度の活用と拡張
　前述の通り，現在国内では，パッケージソフトウ

ェアを対象とした PSQ 認証制度が創設され認定が

始まっている．PSQ 認証制度では，ISO/IEC 25051

の要求事項に準じて，一定レベルの品質が確保され

ていることをメーカが説明する有効な手段となり得

る．国際規格に準拠して品質を訴求してグローバル

にマーケットを拡大するという狙いに対しては，海

外の認証機関との相互認証の締結が重要である．

　利用者側に視点を移すと，パッケージソフトウェ

アは使途を利用者が決められるという性格を持って

いる．品質が取得者や使用者に不利益をもたらす可

能性があるような場合に，同制度に基づく認証がソ

フトウェアの適用可否の判断や用途にあったソフト

ウェアの選定において，一定レベルの効力を発揮す

ることが期待される．

　さらに今後，利用者の安心・安全，メーカの説明

責任が，より強く求められる製品領域への拡張が求

められるであろう．また，パッケージソフトウェア

に限らず，自動車，医療など，より高い安全性が求

められる領域のソフトウェアに対しても，同様の制

度の創設が検討されるべきであろう．対象範囲の拡

張に際しては，業界や製品特性に合致した審査基準

や方法を検討することが必要となろう．

参考文献
1） 安田，奈良：ソフトウェア品質保証入門，日科技連出版（2008）．
2） SQuBOK 策 定 部 会： ソ フ ト ウ ェ ア 品 質 知 識 体 系 ガ イ ド

-SQuBOK Guide，オーム社（2007）．
3） IPA/SEC 編：組込みシステムの安全性向上の勧め，オーム社

（2006）．
4） ISO/IEC 25051 : Software Engineering - Software product Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Requirements for 
Quality of Commercial Off-The-Shelf (COTS) Software Product 
and Instructions for Testing (2006).

5） パッケージソフトウェア品質認証制度 申請者用ガイドブック，
CSAJ（2013）．

6） ソフトウェアの品質説明力強化のための制度フレームワーク
に関する提案（中間報告），IPA（2011）．

7） 製品・システムにおけるソフトウェアの信頼性・安全性等に
関する品質説明力強化のための制度構築ガイドライン，IPA

（2013）．

（2013 年 10 月 29 日受付）

利用者用文書に記載する内容と付帯物

パッケージの識別情報（必須項目）
パッケージの構成品目（必須項目）
ソフトウェアの機能説明（必須項目）

ソフトウェアの導入方法（必須項目）
ソフトウェアの利用方法（必須項目）

ソフトウェアの技術情報（条件付き項目）
試験方法（任意項目）

保証，支援，適合する規格（必須項目）
用語説明（条件付き項目）

索引（条件付き項目）
エンドユーザの意見用紙（任意項目）

練習用教材（任意項目）

早見表（任意項目）

■ 完全性

■ 正確性

■ 一貫性

■ 理解性

■ 習得性

■ 運用操作性

利用に必要な情報が
記載されているか

記載された情報が正確か

マニュアル同士や製品説明とで
矛盾やズレがないか

利用者にとって理解しやすいか

使用方法を学ぶための情報の
記載や工夫がされているか

すべての文書の利用方法が
記載されているか

図 -6
利用者用文書に対する評価基準

（文献 5）から引用）
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